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平成４年に定められた生産緑地の約９割が特定生産緑地に指定されました 

 

 

 

 

令和４年８月～12 月にかけて、全国 199 都市において平成４年に都市計画決定され

た生産緑地地区が 30 年を経過したことを踏まえ、国土交通省では、当該生産緑地の特

定生産緑地への指定状況について調査を実施しました。 

【結果概要】 

 平成４年に定められた生産緑地(9,273ha)のうち、 

・特定生産緑地に指定された割合は 89.3％ (8,282ha) 

・特定生産緑地に指定されなかった割合は 10.7％ (991ha) となった。 

 

 

 

 

 

 

 

国土交通省では、引き続き地方公共団体や農業団体等と連携し、本制度の周知に努める

など、都市農地の保全・活用を推進してまいります。 

 

○ 添付資料 

  ・（参考）生産緑地制度の概要について 

 

 

 

国土交通省が地方公共団体向けに実施した調査の結果、令和４年12月末時点において、

平成４年に定められた生産緑地（全生産緑地面積の約８割）の約９割が特定生産緑地に

指定されたことが分かりました。 

【問い合わせ先】 
国土交通省都市局都市計画課  酒井、大上（内線：32643、32664） 
電話 03-5253-8111（代表）、03-5253-8409（直通）  

特定生産緑地の指定状況に関する調査結果 
（令和４年 12 月末時点） 

生産緑地の例（東京都練馬区） 



東京都板橋区

＜生産緑地地区の例＞

○市街化区域内の農地で、良好な生活環境の確保に効用があり、公共施設等の敷地として適している500㎡以上＊1の農地を
都市計画に定め、建築行為等を許可制により規制し、都市農地の計画的な保全を図る。

○市街化区域農地は宅地並み課税がされるのに対し、生産緑地は軽減措置が講じられている。

生産緑地制度の概要

＊1 市区町村が条例を定めれば、面積要件を300㎡まで引き下げることが可能。
＜手続の流れ＞

（２月以内）

＜税制措置＞ 括弧書きは、三大都市圏特定市の市街化区域農地の税制

・ 固定資産税が農地課税 （生産緑地以外は宅地並み課税）

・ 相続税の納税猶予制度が適用（生産緑地以外は適用なし）

※特定生産緑地として指定されなかった場合等は適用なし

生産緑地地区の都市計画決定（市町村）

建築等の行為制限＊２、農地等としての管理

買取りの申出

買い取る旨の通知 買い取らない旨の通知

農林漁業希望者へのあっせん

法律の目的に沿った
適切な管理

農地等として生産
緑地の管理

不調の場合
行為制限解除

営農の継続

※農地等利害関係人の同意

（１月以内）

・主たる従事者の死亡等
・指定後30年経過＊３

【指定要件】
・ 500㎡以上＊1の一団の農地
・公共施設等の敷地として適する
・農林漁業の継続が可能 等

＊３ 特定生産緑地に指定されている
場合は当該指定から10年経過

＊２ 温室や農業用倉庫に加え、直売所や農家レストランも設置可能に

東京都練馬区

＜実績＞
58,315地区、11,967ha

（R3.12.31現在）



生産緑地法：特定生産緑地制度

・生産緑地の所有者等の意向を基に、市町村は当該生産緑地を特定生産緑地として指定できる。
・指定された場合、買取り申出ができる時期は、「生産緑地地区の都市計画の告示日から３０年経過後」から、１０年延期される。
１０年経過後は、改めて所有者等の同意を得て、繰り返し１０年の延長ができる。

特定生産緑地の
指定から10年経過

買取り申出が可能

相続の発生等
営農を継続

(R14)

相続の発生等

(R4)

営農を継続

買取り申出が可能

買取り申出が可能
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税制特例措置なし（激変緩和措置あり）

生産緑地として税制特例措置 特定生産緑地として税制特例措置が継続

10年毎に更新可能

特定生産緑地に指定しない場合

特定生産緑地に指定する場合

買取り申出するまでは生産緑地地区としての規制継続

以降、特定生産緑地の指定は受けられない

(H4)
告示から
30年経過

いつでも買取り申出が可能
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所有者等の
意向を前提

■相続税等 ：納税猶予の適用
■固定資産税等 ：農地課税

指定

税制

■相続税等 ：納税猶予の適用
■固定資産税等 ：農地課税
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生産緑地として税制特例措置

■相続税等 ：納税猶予の適用
■固定資産税等 ：農地課税

■相続税等 ：次の相続における納税猶予の適用なし

既に納税猶予を受けている場合、次の相続までは、現世代に限り猶予継続

■固定資産税等 ：宅地並み課税

５年間、課税標準額に軽減率(１年目:0.2,２年目:0.4,３年目:0.6,４年目:0.8)を乗じる

激変緩和

激変緩和

平成３０年４月１日施行

相続の発生等 相続の発生等


